
基本チェックリスト中

①～⑦のいずれかに該当する

②に該当する

①に該当する　or 　
③～⑤１つ以上該当する

⑥、⑦両方
該当する

事業対象者
非該当 区分Ａ 区分Ｃ

（Ａ相当） 区分Ｂ１ 区分Ｃ
（Ｂ１相当） 区分Ｂ２ 区分Ｃ

（Ｂ２相当）

介護予防普及啓発事業
・介護予防教室　・体力アップ運動教室　

・ワクワク水中運動教室　・出前講座　・ヨガ＆ピラティス教室
通いの場、スポーツ協会事業、認知症カフェ、傾聴サロン等

基準緩和型サービスＡ（通所型）
※通所型は週１回まで利用可
住民主体サービスＢ（訪問型）

従前相当サービス
（通所型、訪問型）

※通所型は週２回まで利用可
※従前相当サービス利用しない場合
基準緩和型サービス利用可能

令和８年度～総合事業窓口案内フローチャート【R8年度～新規申請分】

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

基本チェックリスト　各リスク　判定要件
　 ①複数の項目に支障（No1～20のうち10項目以上該当）
   ②運動機能の低下（No6～10中のうち3項目以上該当）
   ③低栄養（No11、12中の両方に該当）
   ④口腔機能の低下（No13～15のうち2項目以上該当）
   ⑤閉じこもり（No16に「該当）
   ⑥認知機能の低下（No18～20のうち1項目以上該当）
   ⑦うつ（No21～25のうち2項目以上該当）

※通所型サービス（デイサービス等）利用について原則「通所型サービスＣ」利用を経て、
カンファレンス等実施により必要性を勘案のうえ、利用決定とする。

〇基本チェックリストの各リスクおよび、アセスメントシートの内容を基　　
　 にカンファレンスを行い、対応する区分を決定。

※対応する区分と異なるサービスの利用を希望する場合はカンファレンスにより決定。

※区分Ｃに該当する場合は専門医等の受診状況等を勘案のうえサービス利用とする



⑥、⑦両方
該当する

事業対象者
非該当 区分Ａ 区分Ｃ

（Ａ相当） 区分Ｂ１ 区分Ｃ
（Ｂ１相当） 区分Ｂ２ 区分Ｃ

（Ｂ２相当）

基準緩和型サービスＡ（通所型）
※通所型は週２回まで利用可
住民主体サービスＢ（訪問型）

従前相当サービス継続
（通所型、訪問型）

※通所型は週２回まで利用可
※Ｂ２に該当しない場合は基準緩和型・
住民主体サービスへ移行を勧める

はい

いいえ

いいえ

基準緩和型サービスＡ（通所型）
※通所型は週１回まで利用可
住民主体サービスＢ（訪問型）

介護予防普及啓発
事業ほか

※区分Ｃに該当する場合は専門医等の受診状況等を勘案のうえサービス利用とする

〇基本チェックリストの各リスクおよび、アセスメントシートの内容を基　　
　 にカンファレンスを行い、対応する区分を決定。

※対応する区分と異なるサービスの利用を希望する場合はカンファレンスにより決定。

基本チェックリスト　各リスク　判定要件
　 ①複数の項目に支障（No1～20のうち10項目以上該当）
   ②運動機能の低下（No6～10中のうち3項目以上該当）
   ③低栄養（No11、12中の両方に該当）
   ④口腔機能の低下（No13～15のうち2項目以上該当）
   ⑤閉じこもり（No16に「該当）
   ⑥認知機能の低下（No18～20のうち1項目以上該当）
   ⑦うつ（No21～25のうち2項目以上該当）

基本チェックリスト中

①～⑦のいずれかに該当する

②に該当する

①に該当する　or 　
③～⑤１つ以上該当する

⑥、⑦両方
該当する

いいえ

はい

はい

はいいいえ

令和８年度～総合事業窓口案内フローチャート【R8年度～継続利用分】

いいえ

※「事業対象者」かつ「令和７年度フローチャート運用」上の区分において「区分A」相当
　に該当する者に再度基本チェックリスト実施のうえ、フローチャート運用を適用。


